
【書籍】人間らしく生きる権利を求めて～ジェットコースターの
１０年間～

◆「人間らしく生きる権利を求めて～ジェットコースターの１０年間～」
宇都宮健児さん、埼玉の藤田孝典さんはじめ、４０名を超える執筆者の方々が、生活保護の問題を中心に、この１０年の貧困問題の取組を
振り返りつつ、今後の取組について綴った、できたてほやほやの書籍です。
私も、年越し派遣村について寄稿していますので、ご笑覧ください。

（執筆者・執筆順・敬称略）

尾藤廣喜 代表幹事/弁護士
木村達也 全国クレサラ生活再建問題対策協議会代表幹事 / 弁護士
藤藪貴治 元北九州市ケースワーカー
高木佳世子 幹事　/ 筑紫女学園大学准教授
小久保哲郎 事務局長 / 弁護士
湯浅誠　　　　 社会活動家 / 法政大学教授
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徳武聡子 事務局次長　/ 司法書士
北村裕司 中央労福協事務局次長
井口鈴子 司法書士/全国ヤミ金融・悪質金融対策会議事務局次長
小野慶　　　　 司法書士
中西基　　　　 弁護士
常岡久寿雄 弁護士
猪股正　　　　 事務局長 / 弁護士
田川英信 社会福祉士/元東京都世田谷区職員
赤石千衣子 しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長
舟木浩　　　　 監事　/ 弁護士
渡辺潤　　　　 大田区生活保護面接員 / 全国公的扶助研究会副会長
和久井みちる 幹事 / 生活保護利用経験者
中村順　　　　 STOP！生活保護基準引き下げ
水島宏明 ジャーナリスト / 上智大学教授
清水直子 プレカリアートユニオン執行委員長
稲葉剛　　　　 幹事　/ 立教大学大学院特任准教授
安里長従 司法書士
さいきまこ 漫画家
上坂修子 東京新聞編集委員
吉田雄大 弁護士 / いのちのとりで裁判全国弁護団事務局長
安形義弘 全国生活と健康を守る会連合会（全生連）会長
野神健次郎 STOP！生活保護基準引き下げ　編集委員
吉永純　　　　 幹事　/ 花園大学教授 / 全国公的扶助研究会会長
雨宮処凛 作家
大口耕吉郎 全大阪生活と健康を守る会連合会（大生連）会長
村田悠輔 幹事 / 東京自治問題研究所研究員
宇都宮健児 弁護士
藤田孝典 幹事　/ NPO法人ほっとプラス代表理事
大西連　　 NPO法人もやい理事長
布川日佐史 法政大学教授
河添誠　　　　 フリーの労働運動活動家
藤井克徳 NPO法人日本障害者協議会代表
渡辺寛人 NPO法人POSSE事務局長
松尾徳大 精神科医
永田豊隆 朝日新聞記者
原昌平　　　　 新聞記者 / 精神保健福祉士
小久保哲郎 事務局長　/ 弁護士



脇山園恵 秋田看護福祉大学助教

◆「『生活保護なめんな』　ジャンパー事件から考える」
事件を契機に小田原で行われた画期的な検証作業（井手英策座長）と、生活保護行政の改善の道筋について論じています。
生活保護を利用されている橋本真希子さんも寄稿されています。

書籍の購入は→こちら

弁護士　猪　股　　正

 

避難方法
「物陰に身を隠す」北ミサイル避難方法を何気につけていたＴＶで見ました。小学生の子供が通学の為家を出た後でした。

「屋外スピーカーなどから国民保護サイレンと緊急情報が流れる」
「屋外では頑丈な建物や地下に避難」
「近くに建物がなければ、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る」

真っ先に浮かんだのは通学中の子供のこと。
交差点や交通量の多いところには旗当番の大人や交通安全ボランティアの方がいるが、それ以外は小学生だけで登校です。
ミサイル発射時間帯をこちらで指定できるわけがないのに。

一体何を言っているのでしょう。そんなもので、安全が守れるはずはないのはわかりきっていること。“危機感”をあおってどうするので
しょう。
ミサイルが飛んでこないような外交努力をすることこそが政府の責務と思います。

 

事務局　Ｔ
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事務所旅行
事務所に入所して４年目になりますが、１年目は開催がなく、
２年目、３年目は、出産～育児で参加ができなかったので、今年初めて事務所旅行に参加しました。

相模湖のレジャー施設でバーベキューをしたのですが、
外で昼間から飲むお酒は格別に美味しく、普段ゆっくり話すことのなかった所員の皆さんともお話が出来て、それはそれは楽しく有意義な
会でした。
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…なはずでした。
途中までは…。

あまりに楽しくついついお酒が進んでしまい、気がついたらただの酔っぱらい。
あまり記憶にはございませんが、某事務局に絡んだり（たち悪い）、
某先生のカメラを落としたり（壊れなかったですか？）、
トイレで寝ていたり（おっさんやん…。）、相当の醜態をさらしていたことと思います。

翌日、記憶を取り戻して以降、皆さんにお詫びをして回りましたところ、
皆さん（微妙な）笑顔で「大丈夫だったよ～！」と言ってくださいましたが、
きっと大丈夫ではなかったに違いありません。

うちの事務所は、本当に、優しく思いやり溢れるひとばかりだな、と再認識いたしました。
来年またリベンジしたいと思っています！

弁護士　南木　ゆう

 

6/27(火)弁護士会主催・「共謀罪にレッドカード」in熊
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谷が開催されます
共謀罪にレッドカードin熊谷　共謀罪に反対する市民集会が開催されます。
是非、ご参加下さい！

 

日時：平成２９年６月２７日（火）１８時開場（１８時１５分開会）

会場：熊谷市立文化センター文化会館（←クリックすると地図が出ます。）

１　インタビュー講演
＜作家＞雨宮処凛さん
＜インタビュアー＞　弁護士　吉廣　慶子

２　映画上映
「シチズンフォー　スノーデンの暴露」

※入場無料（事前申込不要）　映画も無料！！

 

主催　埼玉弁護士会
お問い合わせ：０４８－８６３－５２５５

https://saitamasogo.jp/archives/69857
https://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/bunka/sisetuannai.html


 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/06/20f99a4b80497b1dea2d5480e280dc0f.jpg


 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/06/c0c66088f1a363df5578e1141b9448b8.jpg


チラシはこちら⇒6月27日(火)弁護士会主催・「共謀罪にレッドカード」in熊谷

注目の判例の記事が更新されました
ネット検索の結果に関する判例です。是非、ご一読下さい。

『「ネット検索されない権利」が認められるか－最高裁判所平成29年1月31日決定』

「マフィア化する政治」
６月２０日付けの朝日新聞です。
自民党推薦の参考人として国会に呼ばれ、安保法制を「憲法違反」と断じた長谷部恭男早大教授と、法政大の政治理論の専門家、杉田敦教
授の議論。
「マフィア化する政治」についての議論紹介です。

杉田教授は、「1強なのに余裕がない」ことが安倍政権の特徴だ。したがって、「軽々に強硬手段に訴え」、都合の悪い文書は「怪文書」
と決め付け、「恫喝的な態度を取る」。マフィア化とは、身内や仲間うちでかばい合い、外部には恫喝的に対応するやり方をいう。
長谷部教授はその話に続けて、マフィア化の本質を「公が私によって占拠されている」状態であるという。「公権力は私物化され、個人間
の私的な絆をテコに政治が行われ」、反対する奴は切り捨てればいい…これがむき出しのマフィア政治だと。

「共謀罪」は成立したが、内閣支持率はようやく各調査とも大きく（？）下落。
まだまだ捨てたもんじゃない。

弁護士　梶山　敏雄
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共謀罪　平成の治安維持法－１９３３年、治安維持法により弾圧
された当事務所の為成養之助弁護士
当事務所に在籍していた為成養之助弁護士（享年９２歳）は、長崎地裁の裁判官時代、出版物の購読などを行う文化サークルに入っていた
ところ、当局による市民監視が先鋭化する中で、１９３３年２月下旬、治安維持法違反容疑で身柄を拘束され懲役５年（控訴審で懲役３年
に減刑）の実刑判決を受けました。当時、各地の裁判官や裁判所職員が、治安維持法により摘発され弾圧されました。プロレタリア文学の
代表作とされる「蟹工船」の著者、小林多喜二が特高警察によって検挙され、警視庁築地署で、拷問、虐殺されたのも１９３３年２月のこ
とです。
戦後、為成さんは、法曹資格を回復し、当事務所で弁護士として活躍しました。当事務所の同僚だった村井勝美弁護士は、長崎新聞の取材
に応え「『共謀罪』は、平成の治安維持法。信念に従って行動しても、警察に逮捕されるような、そんな暗黒の時代がまたやって来る。」
と述べています。
６月１５日、共謀罪（改正組織的犯罪処罰法）が、与党の強行採決により可決、成立しましたが、暗黒の時代へと逆戻りさせる共謀罪を、
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市民の力で、撤廃させる取組を続けていく必要があります。ご協力ください。（弁護士　猪股　正）

【為成弁護士についてはこちらをご覧下さい。】

『埼玉総合法律事務所 40年の歴史』
『事務所設立４０周年目を迎えて（弁護士　梶山　俊雄）』

 

長崎新聞　2017年(平成29年)6月11日(日)付
　弾圧受けた為成・元長崎地裁判事　
　「共謀罪　平成の治安維持法」
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6/23（金）､24（土）臨時休業のお知らせ
6月23日(金)、24日（土）は所内研修のため、臨時休業とさせていただきます。

皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

Ｑ＆Ａ日経記者に聞く「安心老後、危ない老後」
Ｑ&Ａ日経記者に聞く「安心老後、危ない老後」
後藤直久著を読んだ。

新聞記者が書くところに大きな特徴がある。
まず、読みやすい。新聞記事、コラムなどを読みなれている方はすぐに入れる。

具体例が豊富である。記事に取り上げられるような事件をもとに具体例が書かれているので、とっつきやすい。

テーマ選択が実践的である。取材に基づいているため、現実に生じやすい問題に対応した選択になっている。
という訳で、お薦めです。

弁護士　高木　太郎
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7/26　暉峻淑子さん特別講演「生活者の財政へ －格差社会
を超える『対話の力』－」のご案内
新著「対話する社会へ」（岩波新書）を出された暉峻淑子さんの特別講演が開催されます。
公正な税制を求める市民連絡会主催の学習会第１０回特別企画です。

日時：２０１７年７月２６日（水）１８時３０分～２０時３０分
場所：主婦会館プラザエフ地下１階・クラルテ（ＪＲ四ツ谷駅麹町口前・徒歩１分）
講師：暉峻淑子さん（埼玉大学名誉教授。著書「対話する社会へ」岩波新書ほか多数）
テーマ：「生活者の財政へ －格差社会を超える『対話の力』－」

内容：能力に応じてみなでお金を出し合い、生活の土台を支える「共有財産」を作っておくこと、それが税金の本来の目的のはずです。と
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ころが、政府は、大企業や富裕層に大きな減税をする一方、庶民に対しては増税と社会保障の削減を行いました。そのため、自己負担に耐
えきれない私たちの生活と社会は破壊されつつあります。この流れは、今後いっそう強まるでしょう。
国の財政は、私たちが政府に預けたお金であり、病気や失業などに備え、前もって収入の一部を共同で積み立てておいて、いざというとき
にその積立金を使って、お互いを助け合うためのものです。
暉峻さんは、格差を助長する国家システム－税と社会保障の問題を指摘され続け、共有する社会システム（社会保障制度や社会資本など）
について、税や保険料の拠出者である私たち市民が互いに話し合い政府に異議申し立てと提案をする「討議デモクラシー」の重要性を指摘
してきました。
この学習会において社会の分断・対立や格差社会を超えて、生活者の財政を構築し、公正な社会を実現するために、私たちひとりひとりが
できることを、一緒に考えてみませんか。

資料代：１０００円（経済的に困難な方は無料）
＊事前予約不要
＊チラシのダウンロードは→　こちら

事務局連絡先　弁護士　猪股正
さいたま市浦和区岸町7-12-1東和ビル4階　埼玉総合法律事務所 ℡048-862-0355　fax048-866-0425
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